
Title カトリーヌ‐テレーズ・バロー‐サリュー著『法定公示 :
公の情報と行為の証明』

Sub Title Catherine-Thérèse Barreau-Saliou, "Les publicités légales.
Information du public et preuve des actes"

Author 七戸, 克彦(Shichinohe, Katsuhiko)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1992

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.65, No.10 (1992. 10) ,p.163- 171 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19921028-0163

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


紹介と批評

O
費
げ
げ
Φ
り
一
づ
①
巴
内
「
一
日
ひ
『
ぴ
皿
Φ
　
一
W
即
吋
り
①
即
仁
1
0
Q
暫
一
一
〇
一
』
り

富
。
。
℃
暮
§
譲
。
。
隷
窒
蕊
。

　
誉
む
§
§
識
§
包
§
鳩
き
ミ
。
象
ミ
ミ
ミ
魯
。
。
§
欝
。
。
）

　
ギ
陳
8
①
α
①
鼠
。
程
①
ω
O
げ
窃
げ
帥
P
O
o
一
一
⑦
＆
8
《
9
。
詳
伍
＄

轟
巴
り
8
V
＆
二
隠
①
冨
り
O
①
。
鑛
＄
国
Φ
魯
Φ
黄
9
鼠
。
聾
窃

　
O
げ
①
・
菖
p
国
含
ピ
。
O
・
U
」
4
評
吋
量
一
8
ρ
唇
』
一
ω
●

カ
ト
リ
ー
ヌ
ー
テ
レ
ー
ズ
・
バ
ロ
ー
ー
サ
リ
ュ
ー
著

『
法
定
公
示
－
公
の
情
報
と
行
為
の
証
明
ー
』

一

　
本
書
は
．
パ
リ
第
一
（
パ
ソ
テ
オ
ソ
・
ソ
ル
ボ
ソ
ヌ
）
大
学
債
務
法
研

究
所
に
お
け
る
「
第
三
者
に
対
す
る
契
約
の
効
力
（
■
雷
島
①
冨
身
8
マ

嘗
暮
餅
一
．
貫
導
α
号
警
8
話
）
」
に
関
す
る
研
究
プ
・
グ
ラ
ム
、
及
び
、
右

研
究
所
と
ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
（
ル
ー
ヴ
ァ
ン
新
）

大
学
債
務
法
研
究
所
に
よ
る
上
記
テ
ー
マ
に
関
す
る
共
同
研
究
（
一
九
九

二
年
完
了
予
定
）
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
．
著
者
は
、
レ
ン
ヌ
第
一
大
学

法
律
・
政
治
科
学
学
部
助
教
授
で
あ
り
、
夫
婦
共
有
財
産
の
会
社
へ
の
出

資
に
関
す
る
論
文
（
田
胃
＄
F
卜
．
§
遠
註
§
。
。
§
譲
亀
．
§
。
ミ
§
ミ
魯

8
§
§
§
§
尽
夢
駐
①
寄
導
＄
し
O
o。
o

。
）
で
、
公
証
人
最
高
会
議
（
0
8
－

の
亀
ω
唇
窪
①
弩
費
Z
。
鼠
二
暮
）
の
学
位
論
文
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　
か
つ
て
デ
ュ
ク
ロ
は
、
そ
の
テ
ー
ズ
『
対
抗
可
能
性
（
一
般
理
論
の
研

究
）
（
む
器
∪
琴
一
β
卜
．
。
竈
8
＆
ミ
融
（
穿
。
。
＆
乳
、
§
§
暮
駄
ミ
蔚
慧
蕊
壕
ミ
恥
y

ギ
驚
8
0
留
9
＆
霞
竃
畦
二
戸
匹
び
年
o
爵
8
ロ
①
留
畦
o
一
σ
づ
ユ
忌
螂

“
O
U
図
図
一
〆
国
P
炉
9
U
。
『
。
評
周
ダ
這
o
。
斜
）
』
に
お
い
て
、
一
定
の

法
律
要
件
の
対
抗
可
能
性
の
有
無
は
、
そ
れ
に
関
す
る
第
三
者
の
現
実
の

認
識
（
8
暮
包
累
導
8
審
毘
①
）
あ
る
い
は
推
定
的
な
い
し
仮
定
的
な
認
識

（
8
暮
鉱
器
導
。
Φ
賓
ひ
器
目
曾
自
鶏
寒
。
器
Φ
）
に
従
属
す
る
と
し
、
こ
れ
を
、

物
あ
る
い
は
人
と
い
う
自
然
的
な
外
観
そ
れ
自
体
か
ら
得
ら
れ
る
自
然
的

な
認
識
（
8
暮
巴
器
導
8
暴
言
冨
一
一
Φ
）
と
、
法
制
度
と
し
て
体
系
化
さ
れ

た
法
定
公
示
（
窟
9
。
蓉
一
甜
亀
①
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
組
織
化
さ
れ
た

認
識
（
8
自
鉱
器
導
8
段
撃
巳
器
。
）
に
分
け
て
考
察
し
た
（
∪
ぎ
一
β
兇
。

曽
㎝
9
・
三
5
暑
』
o
。
一
9
誰
一
雪
）
。
バ
ロ
！
ー
サ
リ
ュ
ー
女
史
の
本
研

究
は
、
こ
の
う
ち
の
法
定
公
示
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
二
点
に

お
い
て
、
デ
ュ
ク
ロ
の
命
題
を
更
に
深
化
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
当
該
法
律
要
件
に
関
す
る
推
定
的
な
認
識
が
、
右
要
件

と
結
合
し
た
法
律
効
果
に
影
響
を
及
ぽ
す
と
い
う
法
構
造
を
、
民
事
上
の

163
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公
示
と
商
事
上
の
公
示
の
両
者
に
共
通
の
一
般
原
則
と
し
て
敷
術
し
た
点

で
あ
る
。
従
来
の
学
説
に
お
い
て
、
法
定
公
示
、
即
ち
、
不
動
産
公
示
や

戸
籍
等
の
民
事
上
の
公
示
と
．
商
業
・
会
社
登
記
簿
（
R
C
S
×
寄
鴨
警
話

倉
8
ヨ
目
霞
8
9
留
¢
器
象
ま
¢
）
や
工
業
所
有
権
の
公
示
等
の
商
事
上

の
公
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
別
個
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
存
す
る

構
造
上
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
統
一
的
に
理
解
し
、
こ
れ
ら
を
「
法
定
公
示
法

（
段
。
答
留
ポ
讐
呂
。
ま
ま
筑
包
。
ご
の
一
般
的
枠
組
み
の
中
で
捉
え
よ

う
と
す
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
評
㍗

『
3
亭
ω
＆
。
F
β
。
一
℃
琶
」
餅
N
）
。
本
書
に
お
け
る
体
系
化
の
試
み
は
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
法
に
お
け
る
公
示
に
関
す
る
民
法
と
商
法
の
接
近
・
融
合

傾
向
（
づ
。
一
り
箸
昌
曽
N
）
や
、
不
動
産
公
示
な
い
し
は
商
事
上
の
公
示

に
関
し
て
E
C
加
盟
国
間
の
法
制
の
調
整
・
統
一
化
を
促
す
E
C
指
令

（
U
ぎ
＆
お
）
の
動
向
（
μ
。
倉
箸
ひ
似
↓
）
を
念
頭
に
、
法
定
公
示
一
般

に
共
通
す
る
指
導
原
理
を
抽
出
し
、
法
定
公
示
法
と
し
て
の
統
一
的
理
解

を
図
る
と
い
う
実
践
的
な
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
本
研
究
は
、
公
示
の
内
部
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
と
り
わ
け
デ

ュ
ク
ロ
に
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
認
識
あ
る
い
は
不
知
の
「
仮
定
（
窪
箸
？

巴
ぎ
ロ
）
」
と
い
う
命
題
に
関
し
て
、
こ
れ
を
更
に
深
化
さ
せ
て
い
る
。
従

前
の
学
説
に
お
い
て
は
、
公
示
の
効
力
は
、
第
三
者
の
善
意
・
悪
意
と
は

無
関
係
に
、
公
示
の
存
在
あ
る
い
は
欠
訣
か
ら
い
ば
自
動
的
（
g
暮
。
ヨ
甲

菖
ρ
奉
）
に
発
生
す
る
、
あ
る
い
は
、
公
示
の
効
力
が
第
三
者
の
善
意
．
悪

意
と
関
係
す
る
と
し
て
も
「
公
示
さ
れ
た
行
為
は
全
て
認
識
さ
れ
て
い
る

も
の
と
推
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
示
さ
れ
て
い
な
い
行
為
は
不
知

の
も
の
と
推
定
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
推
定
は
覆
滅
不
能

（
一
罵
9
冨
o
q
ぎ
一
。
）
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
き
た
（
昌
。
一
ρ
層
嶺
）
。
こ
れ
に

対
し
て
、
本
書
は
、
デ
ュ
ク
ロ
と
同
様
、
法
定
公
示
は
第
三
者
の
善
意
・
悪

意
に
従
属
す
る
と
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
る
が
．
本
書
の
特
徴
は
、
法
定

公
示
を
、
そ
の
機
能
の
違
い
に
基
づ
き
、
①
純
粋
に
情
報
提
供
的
な
公
示

（
づ
昌
ぎ
ま
帥
鼠
日
目
畳
お
）
、
②
強
化
的
な
公
示
（
b
昌
浮
ま
8
昌
8
冨
－

二
奉
）
、
③
設
定
的
な
公
示
（
冨
げ
浮
ま
8
霧
9
ε
寓
ぎ
）
の
三
つ
に
分
類

し
、
そ
の
各
々
に
お
い
て
生
ず
る
推
定
の
内
容
・
効
力
の
違
い
を
検
討
し

て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
の
①
「
情
報
提
供
的
な
公
示
」
と
は
、
そ
の
目
的
が
、
専
ら
第

三
者
に
対
し
て
一
定
の
法
律
要
件
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
点
に
存
す
る

公
示
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
右
公
示
の
存
否
は
、
公
示
さ
れ
る
べ
き
要
素

そ
の
も
の
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
点
に
お
い
て
、
後
二
老
の
公
示
と

区
別
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
．
右
公
示
を
怠
っ
た
当
事
者
に
対
し
て
は
、
民

事
罰
・
刑
事
罰
等
が
課
さ
れ
る
場
合
は
あ
る
（
5
。
S
暑
る
笹
一
9
β
。
。

一
ω
一
曽
一
ω
9
署
。
o。
ω
曽
o。
o

。
）
。
こ
れ
に
対
し
て
．
②
「
強
化
的
な
公
示
」

と
は
、
そ
の
存
否
が
．
公
示
さ
れ
る
べ
き
事
項
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗

可
能
性
の
有
無
に
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
公
示
を
指
す
。
従
っ
て
、
右

公
示
は
．
当
事
老
間
で
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
第

三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
右
公
示
を
対
抗
可
能
性
の
成
立
要
件
と
理

解
し
て
は
な
ら
な
い
。
対
抗
可
能
性
は
、
公
示
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
本
来

的
に
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
示
の
具
備
に
よ
っ
て
そ
れ
が
強
化

さ
れ
確
定
的
に
な
る
．
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て

1（辺
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は
、
当
該
事
項
が
、
公
示
の
欠
飲
に
も
関
わ
ら
ず
第
三
者
に
対
し
て
対
抗

可
能
で
あ
っ
た
り
、
公
示
の
具
備
に
も
関
わ
ら
ず
対
抗
不
能
で
あ
る
余
地

が
存
す
る
（
b
。
8
署
」
O
ψ
一
ご
づ
。
．
一
零
魁
嵩
曾
署
」
鴇
箇
8
）
。

噌
方
、
③
「
設
定
的
な
公
示
」
と
は
、
公
示
さ
れ
る
べ
ぎ
権
利
あ
る
い
は

行
為
を
設
定
す
る
性
質
を
有
す
る
、
成
立
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

公
示
を
指
す
。
従
っ
て
、
公
示
の
具
備
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
公
示
さ
れ

る
べ
き
事
項
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
も
第
三
者
間
に
お
い
て
も
有
効
な

い
し
対
抗
可
能
と
な
る
（
づ
。
8
づ
」
ご
昌
。
・
一
ω
c
。
ウ
置
o。
も
マ
8
レ
O
o。
）
。

　
右
三
種
類
の
法
定
公
示
に
つ
き
、
本
書
は
、
公
示
が
な
さ
れ
た
場
合
の

「
積
極
的
効
果
（
島
9
宮
簿
ε
」
（
第
一
部
）
と
、
公
示
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
の
「
消
極
的
効
果
（
島
9
冨
騎
暮
ε
」
（
第
二
部
）
の
両
者
に

関
し
て
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
推
定
の
法
的
性
質
を
考
察
し
て
い
る
。
以

下
、
順
次
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

二

　
本
書
の
第
一
部
は
「
法
定
公
示
の
積
極
的
効
果
の
相
対
性
（
お
ポ
ニ
ヂ

一
ま
）
」
と
題
さ
れ
て
い
る
．
不
動
産
公
示
の
領
域
に
お
い
て
は
、
公
示
の

「
相
対
的
効
果
（
島
9
冨
一
警
ε
」
と
は
、
一
般
に
、
前
主
の
権
原
が
公
示

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
に
続
く
権
利
者
の
権
原
は
公
示
さ
れ
得
な
い
、

と
い
う
事
理
を
指
す
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
公
示
の
「
連
鎖
的
効
果
（
亀
9

号
9
a
ぎ
）
」
と
い
う
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
（
ロ
。
一
9
マ
ミ
）
（
我
が
国

に
い
わ
ゆ
る
公
示
の
連
続
性
の
原
則
）
．
従
っ
て
、
本
書
に
い
う
公
示
の

積
極
的
効
果
の
「
相
対
性
」
と
は
、
右
公
示
の
存
在
か
ら
生
ず
る
効
果
が

原
則
的
に
反
対
証
明
に
よ
っ
て
覆
滅
し
得
る
（
審
ヰ
品
菩
一
。
）
こ
と
を
意
味

す
る
。
本
書
に
お
い
て
、
右
「
積
極
的
効
果
」
は
、
更
に
、
ω
公
示
さ
れ

た
事
項
の
「
真
実
性
（
ま
蚕
。
ま
）
」
に
関
す
る
推
定
（
第
一
章
）
と
、
ω

公
示
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
第
三
者
の
「
認
識
」
の
推
定
（
第
二
章
）
に

分
け
て
考
察
さ
れ
る
．

ω
　
ま
ず
、
公
示
が
具
備
さ
れ
た
場
合
に
、
公
示
さ
れ
た
事
項
の
真
実
性

が
当
事
者
及
び
第
三
者
に
対
し
て
争
い
得
な
い
な
ら
ば
、
法
定
公
示
の
積

極
的
効
果
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
い
わ
ゆ
る
「
積

極
的
公
信
の
原
則
（
胃
ぎ
9
窟
号
蜀
憲
讐
嘗
ρ
ぎ
℃
。
ψ
三
ぎ
）
」
を
認

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
は
、

第
一
に
、
公
示
の
具
備
が
公
示
さ
れ
た
事
項
の
暇
疵
を
治
癒
す
る
旨
が
承

認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
に
、
公
示
の
真
実
性
を
担
保
す
る

た
め
、
一
定
の
機
関
に
よ
る
公
示
段
階
で
の
事
前
の
審
査
1
と
り
わ
け

内
容
面
に
関
す
る
実
質
的
審
査
が
必
要
と
な
る
（
β
。
・
一
〇
渉
一
〇
。
り
選
。
ミ

鈎
8
）
。

　
だ
が
、
フ
ラ
ソ
ス
法
に
お
い
て
は
、
公
示
の
具
備
は
、
原
則
的
に
、
公

示
さ
れ
た
事
項
に
付
着
す
る
堰
疵
を
治
癒
せ
ず
，
従
っ
て
、
第
三
者
は
．

公
示
さ
れ
た
事
項
の
不
真
正
を
争
う
こ
と
が
で
ぎ
る
（
第
一
節
）
。
も
っ

と
も
、
右
公
示
の
鍛
疵
に
関
す
る
不
保
護
の
原
則
に
対
し
て
は
、
会
社
法

の
領
域
に
お
い
て
例
外
が
存
す
る
（
⇒
。
。
ω
冨
轟
9
箸
・
翫
箇
ω
o。
）
。
ま
た
、

公
示
内
容
の
審
査
に
関
し
て
も
、
公
示
内
容
に
関
す
る
書
面
作
成
に
公
証

人
等
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
な
審
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と

い
い
得
る
（
μ
。
・
お
ψ
お
り
毯
る
o
。
似
合
）
．
更
に
、
公
示
機
関
の
な
す
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直
接
的
な
審
査
に
関
し
て
も
、
商
業
・
会
社
登
記
簿
へ
の
公
示
及
び
工
業

所
有
権
の
公
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
果
が
今
日
次
第
に
強
化
さ
れ
つ
つ

あ
る
の
に
対
応
し
て
、
実
質
的
審
査
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
づ
。
。
認

曽
一
〇
倉
箸
。
認
似
O
o。
）
。

ω
　
こ
の
よ
う
に
．
フ
ラ
ソ
ス
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
公
信
の
原
則
が

認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
公
示
さ
れ
た
事
項
の
真
実
性
に
関
す
る
絶
対

的
な
い
し
覆
滅
し
得
な
い
推
定
が
働
か
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

第
三
者
に
対
し
て
対
抗
可
能
で
あ
る
の
は
、
第
三
者
は
公
示
の
存
在
を
認

識
し
て
取
引
関
係
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
る
．
と
の
推
定
が
働
く
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
、
公
示
制
度
が
存
在
す
る
以
上
「
何
人
も
法
律
を
知
ら
な
い
と

は
看
倣
さ
れ
な
い
（
2
0
目
0
8
嘉
o
言
り
凶
讐
o
影
冨
一
£
①
目
）
」
の
で
あ
り
、

右
認
識
の
推
定
は
．
第
三
者
は
公
示
に
関
す
る
調
査
義
務
（
留
ぎ
嘗
号

。・．

一
畦
R
舅
＆
を
負
っ
て
い
る
、
と
の
前
提
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る

（
昌
。
さ
8
マ
ぎ
）
。
従
っ
て
．
あ
る
者
が
当
該
公
示
の
想
定
す
る
「
第
三

老
」
に
含
ま
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
者
に
関
し
て
は
認
識
の
推
定
が
及
ば

ず
．
あ
る
い
は
、
当
該
公
示
の
性
格
が
第
三
者
に
対
し
て
調
査
義
務
を
課

す
性
質
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に
認
識
の
推
定
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
第
一
節
）
。

　
そ
こ
で
．
第
一
に
、
右
認
識
の
推
定
を
受
け
る
第
三
者
の
範
囲
が
問
題

と
な
る
が
、
第
三
者
の
概
念
は
、
各
公
示
制
度
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い

（
μ
。
。
一
一
〇
か
旨
♪
琶
●
置
ウ
o
。
O
）
。
但
し
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
第
三

者
は
「
当
事
者
（
器
。
・
ε
Φ
叢
）
に
『
対
す
る
』
権
利
あ
る
い
は
当
事
者
の

権
利
と
『
競
合
す
る
』
権
利
を
有
す
る
」
者
で
あ
り
、
「
公
示
の
履
行
の

欠
飲
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
公
示
の
履
践
か
ら
生
ず
る
認
識

の
推
定
を
対
抗
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
、
特
別
に
保
護
さ
れ
た
老
」
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
（
μ
。
旨
9
マ
c。
一
）
。

　
一
方
、
公
示
の
性
格
は
、
そ
の
機
能
の
違
い
に
よ
り
、
①
情
報
提
供
的

な
公
示
・
②
強
化
的
な
公
示
・
③
設
定
的
な
公
示
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
。

そ
の
各
々
は
更
に
、
条
文
が
＠
《
公
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
3
騨

9
冨
讐
び
ま
》
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
義
務
的
（
。
匹
o
q
暮
。
マ
。
）
な

公
示
と
、
⑥
〈
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
冨
暮
鮮
冨
讐
げ
ま
）
V
と
規

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
任
意
的
（
壁
。
三
鼠
詩
）
な
公
示
と
に
分
類
さ
れ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
認
識
の
推
定
の
有
無
な
い
し
そ
の
内
容
は
、
右
二
つ
の

分
類
の
相
関
に
お
い
て
決
せ
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
①
＠
情
報
提
供
的
か
つ
義
務
的
な
公
示
に
お
い
て
は
．
当
事
者

に
対
し
て
民
事
な
い
し
刑
事
罰
を
も
っ
て
公
示
義
務
（
留
ぎ
マ
3
讐
亨

一
響
）
が
課
さ
れ
る
こ
と
の
反
映
と
し
て
，
第
三
者
は
右
公
示
に
関
す
る

調
査
義
務
を
負
い
、
そ
の
結
果
、
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
（
胃
傘

8
目
宮
凶
8
一
禽
亀
o
）
が
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
（
兇
。
一
認
ウ
頴
辞
層

一
〇
一
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
⑥
情
報
提
供
的
か
つ
任
意
的
な
公
示
に
つ
い

て
は
、
第
三
者
に
調
査
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、
右
公
示

の
効
果
と
し
て
第
三
者
の
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
ず
．
右
公
示
は
第
三
者
の
悪
意
に
関
す
る
徴
表
（
ぎ
臼
8
）
と
し
て
、

事
実
上
の
推
定
（
賓
曾
。
冨
筥
帥
8
留
壁
5
の
資
料
と
な
る
に
過
ぎ
な
い

（
μ
。
a
♪
暑
」
9
似
さ
辞
づ
。
嵩
♪
層
旨
O
）
。
　
一
方
、
②
＠
強
化
的

か
つ
義
務
的
な
公
示
が
、
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
を
生
ぜ
し
め
る
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こ
と
は
疑
い
が
な
い
．
②
⑥
強
化
的
か
つ
任
意
的
な
公
示
に
関
し
て
も
、
そ

の
欠
飲
が
当
事
者
あ
る
い
は
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
不
能
と
い
う
不
利
益

を
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
は
調
査
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い

う
べ
く
、
従
っ
て
、
右
公
示
か
ら
は
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
が
生
ず

る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
（
p
。
．
一
田
艶
嶺
P
題
」
8
曽
＃
ご
づ
。
嵩
ρ

層
＝
o
。
）
。
③
設
定
的
公
示
は
、
そ
れ
が
当
事
者
間
に
お
け
る
有
効
要
件
で

あ
る
と
同
時
に
、
第
三
老
に
対
す
る
対
抗
可
能
性
の
利
益
を
も
た
ら
す
も

の
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
＠
義
務
的
で
あ
る
と
㈲
任
意
的
で
あ
る
と
に

関
わ
ら
ず
、
常
に
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
を
生
ぜ
し
め
る
（
づ
。
．
一
8

似
一
〇
一
一
薯
」
＝
似
一
旨
）
．
な
お
、
会
社
設
立
の
場
合
の
よ
う
に
、
複
数
の

公
示
が
な
さ
れ
る
場
合
、
何
れ
の
公
示
が
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定

を
生
ぜ
し
め
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
（
ロ
。
・
一
露
似
S
9
署
。

一
旨
曽
目
O
）
、
一
般
的
に
い
え
ば
．
個
々
の
公
示
は
．
そ
の
効
果
及
び
対

象
と
す
る
第
三
者
を
異
に
す
る
相
互
に
独
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、

当
該
紛
争
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
公
示
に
つ
き
、
そ
の
認
識
の
推
定
を

考
え
れ
ば
足
り
る
（
づ
。
一
。
9
マ
＝
9
β
。
一
置
｝
マ
目
o
。
）
。
更
に
、
公
示

か
ら
生
ず
る
種
々
の
効
果
が
、
公
示
の
時
点
で
は
な
く
、
公
示
か
ら
一
定

期
間
満
了
後
に
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、
認
識
の
推
定
は
、
右
期
間

満
了
後
に
お
い
て
生
ず
る
（
ロ
。
．
一
①
刈
ψ
一
＄
一
署
」
S
似
目
o。
“
β
。
一
認
℃

マ
一
一
〇。
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
情
報
提
供
的
か
つ
任
意
的
な
公
示
を
除
け
ば
．
法
定
公

示
は
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の
推
定
を
発
生
さ
せ
る
。
だ
が
、
法
律
上
の

推
定
は
、
更
に
、
反
対
証
明
に
よ
っ
て
「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
（
胃
曾
。
目
－

導
一
8
凶
窪
簿
蚕
撃
一
Φ
ご
と
「
覆
滅
し
得
る
（
単
純
）
推
定
（
胃
盆
。
目
宮
一
8

器
陸
品
亀
①
2
ψ
ぎ
三
①
）
」
と
に
分
か
れ
る
．
認
識
に
関
す
る
法
律
上
の

推
定
は
、
そ
の
何
れ
と
解
す
べ
き
か
（
第
二
節
）
．

　
こ
こ
で
も
著
者
は
、
認
識
の
推
定
の
強
度
の
差
は
、
当
事
者
が
公
示
義

務
の
履
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
な
い
し
は
第
三
者
が
調
査
義
務
の
履

行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
て
、
法
定
公
示
に
関

す
る
先
の
分
類
に
従
い
、
次
の
二
つ
の
指
導
原
理
を
導
き
出
す
。
第
一
に
、

＠
義
務
的
な
公
示
は
、
そ
れ
が
①
情
報
提
供
的
で
あ
る
と
②
強
化
的
で
あ

る
と
③
設
定
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
認
識
に
関
す
る
覆
滅
し
得
な
い
推

定
を
発
生
さ
せ
る
．
第
二
に
、
②
強
化
的
あ
る
い
は
③
設
定
的
か
つ
⑥
任

意
的
な
公
示
も
ま
た
同
様
に
、
覆
滅
し
得
な
い
推
定
を
発
生
さ
せ
る
．
と

い
う
の
で
あ
る
（
づ
。
一
〇〇
P
旨
o
o
箇
旨
O
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
説
に
お
い
て
は
、
右
推
定
が
覆
滅
を
許
さ
な
い
も
の
で

あ
る
以
上
、
反
対
証
明
を
認
め
る
可
能
性
を
暗
示
す
る
「
推
定
（
鷺
曾
o
－

目
営
凶
8
）
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
の
使
用
を
避
け
．
代
わ
り
に
「
仮
定

（
巽
還
。
の
三
8
）
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
（
デ
ュ
ク
ロ
）
、

あ
る
い
は
．
不
動
産
公
示
に
関
し
て
、
そ
れ
が
推
定
と
い
う
制
度
に
基
礎

を
置
く
こ
と
そ
れ
自
体
を
疑
問
視
し
、
公
示
に
関
す
る
規
定
は
証
明
規
定

（
暴
o
q
ざ
留
胃
窪
お
）
で
は
な
く
し
て
実
体
規
定
（
ま
o
q
一
Φ
留
3
呂
）
と
見

る
べ
き
で
あ
る
（
ビ
ュ
フ
ノ
ワ
ー
ル
）
、
あ
る
い
は
、
実
体
規
定
に
近
い
と

い
う
意
味
で
「
結
晶
化
し
た
推
定
（
胃
曾
。
目
℃
江
8
。
冨
鼠
田
器
Φ
）
」
で
あ

る
（
レ
ヴ
ィ
）
と
す
る
見
解
と
、
自
白
・
宣
誓
に
よ
る
反
対
証
明
の
余
地

が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
「
推
定
」
の
用
語
を
用
い
る
見
解
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
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ド
）
が
対
立
し
て
い
た
（
⇒
。
ミ
ω
℃
マ
ニ
曾
β
。
嵩
S
マ
嵩
一
）
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
著
者
は
、
不
動
産
公
示
は
、
そ
れ
が
公
の
秩
序
（
自
身
①
窟
暮
。
）

に
関
す
る
覆
滅
し
得
な
い
推
定
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
私
益
に
関
す
る

覆
滅
し
得
な
い
推
定
と
解
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
を
排
斥
し
、
法
定

公
示
一
般
に
関
し
て
も
、
自
白
あ
る
い
は
宣
誓
に
よ
る
右
推
定
の
覆
滅
を

認
め
る
判
決
が
見
出
せ
な
い
以
上
、
そ
れ
は
認
識
の
仮
定
、
即
ち
、
実
体
規

定
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
証
明
規
定
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い

る
（
づ
。
嵩
S
署
」
曽
帥
旨
評
づ
。
一
〇。
P
旨
O
）
。
も
っ
と
も
、
著
者
は
．

不
動
産
公
示
に
お
け
る
認
識
の
推
定
は
、
固
有
の
効
果
を
も
た
ら
さ
な
い

と
す
る
見
解
（
レ
ヴ
ィ
）
に
は
組
み
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
は
、
認
識
の
推
定

が
、
二
重
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
「
第
一
譲
受
人
が
第
二
譲
受
人
に
優
先

す
る
と
い
う
基
本
的
な
原
則
を
強
化
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
右

推
定
は
、
こ
こ
で
は
『
時
に
お
い
て
先
ん
ず
る
者
が
権
利
に
お
い
て
優
先

す
る
（
勺
二
8
器
目
づ
自
9
零
§
吋
』
賃
①
）
』
の
原
則
と
重
複
す
る
〔
無
駄
で

あ
る
〕
』
と
し
て
い
る
が
、
右
学
説
に
対
し
て
、
著
者
は
、
第
一
に
公
示

を
し
た
者
が
第
一
譲
受
人
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
が
専

ら
第
一
譲
受
人
と
第
一
に
公
示
を
し
た
者
と
の
間
で
生
ず
る
と
は
限
ら
な

い
、
と
反
論
し
て
い
る
（
⇒
。
嵩
8
づ
」
曽
）
。

三

　
第
二
部
で
検
討
さ
れ
る
法
定
公
示
の
消
極
的
効
果
は
、
登
記
の
欠
訣
か

ら
生
ず
る
不
知
の
推
定
を
そ
の
内
容
と
す
る
が
、
こ
こ
で
も
著
者
は
、
先

の
法
定
公
示
の
機
能
の
相
違
に
着
目
す
る
。

　
即
ち
、
ま
ず
、
①
情
報
提
供
的
か
つ
ω
任
意
的
な
公
示
は
、
認
識
の
法

律
上
の
推
定
を
生
ぜ
し
め
な
い
こ
と
に
対
応
し
て
、
不
知
の
推
定
も
生
ぜ

し
め
な
い
。
従
っ
て
、
右
公
示
の
欠
敏
は
、
証
明
の
一
般
法
に
従
い
、
せ

い
ぜ
い
事
実
上
の
推
定
の
際
の
資
料
と
し
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
が
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
右
公
示
の
欠

訣
は
、
当
事
者
の
フ
ォ
ー
ト
（
♂
暮
①
）
を
構
成
し
な
い
か
ら
、
第
三
者
の

民
事
責
任
訴
訟
の
基
礎
と
な
り
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
情
報
提
供

的
か
つ
＠
義
務
的
な
公
示
の
欠
訣
は
、
不
知
に
関
す
る
覆
滅
し
得
る
単
純

推
定
を
生
ぜ
し
め
る
と
解
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が

公
示
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
示
の
欠
訣
を
彼
の
フ
ォ
ー
ト
と

見
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
．
一
者
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
理
論
的
に
は
可
能
と

な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
賠
償
は
、
右
公
示
の
性
質
か
ら
み
て
さ

ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
（
づ
。
一
〇
一
・
醤
」
器
艶
一
撃
）
。

　
で
は
、
②
強
化
的
な
公
示
、
③
設
定
的
な
公
示
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

こ
れ
は
、
第
一
章
及
び
第
二
章
で
考
察
さ
れ
る
。

ω
　
ま
ず
、
②
強
化
的
な
公
示
か
ら
生
ず
る
不
知
の
推
定
に
つ
い
て
、
著

者
は
、
そ
れ
が
原
則
的
に
反
対
証
明
に
よ
っ
て
覆
滅
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ

の
相
対
的
な
性
格
を
有
す
る
と
説
く
（
第
一
節
）
。
即
ち
、
強
化
的
な
公
示

に
関
し
て
は
、
公
示
の
具
備
に
第
三
者
の
個
人
的
な
認
識
が
代
替
し
得
る

と
い
う
「
等
価
性
の
原
則
（
廿
ユ
琴
甘
。
α
．
8
三
奉
一
窪
8
）
」
が
妥
当
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
は
か
つ
て
、
補
充
指
定
に
関
す
る
民
法

一
〇
七
一
条
を
根
拠
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
公
示
制
度
は
、
第
三
者
の
善
意
あ

る
い
は
悪
意
か
ら
完
全
に
独
立
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
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（
β
。
陣
♪
覧
一
ミ
）
．
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
立
法
の
多
く
は
、
公
示

の
欠
歓
か
ら
生
ず
る
対
抗
不
能
の
効
果
が
．
第
三
者
の
現
実
の
認
識
の
証

明
に
よ
っ
て
覆
滅
し
得
る
と
規
定
す
る
傾
向
に
あ
り
（
β
。
・
一
鶏
曽
曽
僧

箸
」
困
艶
一
ミ
…
5
。
国
9
薯
，
に
o
。
餅
一
お
）
、
ま
た
、
判
例
に
よ
っ
て
、

そ
の
覆
滅
可
能
な
性
格
が
確
定
さ
れ
た
領
域
も
あ
る
。
そ
の
典
型
例
が
不

動
産
公
示
で
あ
っ
て
．
一
九
六
八
年
以
降
、
破
殿
院
は
、
公
示
の
欠
鉄
か

ら
生
ず
る
対
抗
不
能
を
定
め
た
規
定
が
、
第
三
者
の
現
実
の
認
識
を
証
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覆
滅
可
能
な
、
不
知
の
推
定
を
隠
し
持
っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
（
昌
。
旨
曾
箸
」
認
箇
ま
倉
ロ
。
8
曾
戸
一
8
）
。

た
だ
、
こ
こ
で
破
殿
院
が
示
し
た
民
事
責
任
構
成
、
即
ち
「
第
一
譲
渡
の

存
在
を
認
識
し
て
な
さ
れ
た
不
動
産
取
得
は
．
第
二
譲
受
人
に
対
し
て
不

動
産
公
示
の
規
定
の
援
用
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
の
フ
ォ
ー
ト
を
構
成
す

る
」
と
の
論
理
に
関
し
て
は
、
著
者
は
批
判
的
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
と
同
様
、

こ
の
場
合
に
は
対
抗
要
件
主
義
の
規
定
が
働
か
な
い
結
果
、
本
来
の
時
間

順
優
先
主
義
（
《
汐
凶
自
8
目
b
自
。
：
》
原
則
）
に
復
帰
し
て
、
第
一
譲
受

人
が
本
来
有
す
る
対
抗
可
能
性
が
悪
意
の
第
三
者
に
対
し
て
及
ぶ
と
解
す

れ
ぽ
足
り
る
と
し
て
い
る
（
づ
。
。
N
謡
ψ
8
ρ
箸
」
額
笹
a
O
）
。
ま
た
、

悪
意
の
反
対
証
明
の
方
法
に
関
し
て
も
、
著
者
は
、
不
知
の
推
定
は
公
序

に
関
し
な
い
覆
滅
し
得
な
い
推
定
で
あ
り
、
自
白
・
宣
誓
に
よ
っ
て
覆
滅

し
得
る
と
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
を
排
し
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る

方
法
に
よ
る
推
定
覆
滅
を
認
め
て
い
る
（
μ
。
．
器
ω
曽
曽
ρ
奢
」
臼
似

一
〇
刈
）
。

　
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
、
強
化
的
な
公
示
の
欠
飲
が
、
不
知
に
関
す
る

覆
滅
し
得
な
い
法
律
上
の
推
定
を
も
た
ら
す
絶
対
的
な
性
格
を
有
す
る
場

合
が
あ
る
（
第
二
節
）
。
そ
の
例
と
し
て
、
民
事
上
の
公
示
に
お
い
て
は
抵

当
権
登
記
（
⇒
。
。
N
瞳
帥
思
o。

℃
箸
．
旨
O
。
箇
嵩
O
）
、
商
事
上
の
公
示
に
お

い
て
は
一
九
八
四
年
三
月
三
〇
日
デ
ク
レ
六
五
条
、
一
九
五
六
年
三
月
二

〇
日
法
律
八
条
、
一
九
五
三
年
九
月
三
〇
日
デ
ク
レ
、
一
九
〇
九
年
三
月

一
七
日
デ
ク
レ
、
一
九
八
五
年
一
月
二
五
日
法
律
の
存
在
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

働
　
こ
れ
に
対
し
て
、
③
設
定
的
な
公
示
は
、
公
示
と
結
合
し
た
一
定
の

法
律
効
果
に
対
す
る
成
立
要
件
た
る
地
位
に
立
つ
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は

も
は
や
対
抗
可
能
性
と
結
合
し
た
第
三
者
の
認
識
の
問
題
な
い
し
不
知
の

推
定
と
い
う
効
果
は
存
在
し
得
な
い
。
即
ち
、
設
定
的
な
公
示
の
欠
歓
か

ら
生
ず
る
消
極
的
効
果
は
、
原
則
的
に
反
対
事
実
に
よ
っ
て
覆
滅
し
得
な

い
絶
対
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
公
示
さ
れ
る
ぺ

き
事
項
の
不
存
在
（
ぎ
①
嵐
馨
雪
8
）
が
導
か
れ
る
場
合
（
法
人
格
の
不
存
在
、

工
業
所
有
権
や
い
わ
ゆ
る
商
事
所
有
権
（
胃
8
ユ
ひ
ま
8
目
目
①
琶
巴
①
）
の

不
存
在
）
と
、
無
効
（
霊
一
ま
）
が
導
か
れ
る
場
合
（
営
業
権
の
担
保
）
と

が
あ
る
（
第
一
節
）
。
但
し
．
条
文
あ
る
い
は
判
例
が
、
設
定
的
な
公
示

に
代
わ
る
他
の
方
法
に
よ
っ
て
法
律
効
果
が
発
生
し
得
る
旨
を
認
め
て
い

る
場
合
に
は
、
右
公
示
は
例
外
的
に
相
対
的
性
格
を
有
す
る
（
第
二
節
）
。

も
っ
と
も
そ
れ
は
、
著
名
な
商
標
の
権
利
老
や
一
九
八
七
年
七
月
一
日
以

前
に
設
立
さ
れ
た
民
事
会
社
と
い
っ
た
、
極
め
て
限
定
的
な
領
域
に
留
ま

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
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四

　
以
上
の
よ
う
な
バ
ロ
ー
ー
サ
リ
ュ
ー
女
史
の
分
析
を
、
我
が
国
の
不
動

産
登
記
及
び
商
業
登
記
に
関
す
る
議
論
と
引
ぎ
比
べ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
民
法
一
七
七
条
の
定
め
る
不
動
産
登
記
の
効
力
に
関
し
て
、
我

が
国
の
従
来
の
学
説
の
多
く
は
、
同
条
の
効
果
は
第
三
者
の
善
意
・
悪
意

と
は
無
関
係
に
、
登
記
の
存
否
か
ら
自
動
的
に
発
生
す
る
と
解
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
も
引
用
す
る
旧
民
法
起
草
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
．

登
記
の
欠
飲
の
効
果
と
し
て
、
①
第
一
譲
受
人
が
意
思
表
示
の
時
点
以
降

本
来
的
に
有
し
て
い
た
対
抗
可
能
性
の
失
権
と
、
②
第
一
譲
渡
に
関
す
る

第
二
譲
受
人
の
善
意
の
推
定
の
二
つ
を
挙
げ
、
①
の
効
果
は
、
②
に
関
す

る
悪
意
の
反
対
証
明
に
よ
っ
て
覆
滅
さ
れ
る
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、

①
の
点
は
．
滝
沢
津
代
教
授
に
よ
っ
て
現
行
一
七
七
条
の
解
釈
論
と
し
て

主
張
さ
れ
次
第
に
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
②
の
「
推
定
』
構
造
を
現
行

民
法
下
に
お
い
て
も
承
認
し
得
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
争

い
が
あ
る
。
更
に
、
近
時
に
お
い
て
は
、
今
目
の
フ
ラ
ソ
ス
の
商
業
・
会

社
登
記
簿
に
も
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ッ
の
商
業
登
記
の
消
極
的
公
示
効
果

を
参
照
し
つ
つ
、
一
七
七
条
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
も

多
田
利
隆
助
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
学

説
の
現
況
を
見
る
と
き
、
本
書
の
、
と
り
わ
け
強
化
的
公
示
の
積
極
的
あ

る
い
は
消
極
的
効
果
に
関
す
る
記
述
は
、
我
が
国
の
対
抗
要
件
主
義
の
構

造
理
解
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
と
な
ろ
う
．

　
一
方
、
商
法
一
二
条
の
定
め
る
商
業
登
記
の
対
抗
力
に
関
す
る
学
説
の

展
開
は
、
不
動
産
登
記
に
関
す
る
民
法
学
の
議
論
よ
り
も
進
ん
だ
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
即
ち
、
既
に
明
治
四
三
年
、
竹
田
省
博
士
は
、
ド
イ
ッ
法
を

参
考
に
、
①
商
業
登
記
に
お
い
て
は
、
対
抗
力
な
る
も
の
は
公
示
と
は
無

関
係
に
当
初
よ
り
存
在
し
、
そ
れ
が
一
二
条
の
定
め
る
公
示
の
欠
訣
に
よ

っ
て
「
善
意
ノ
第
三
者
」
に
対
し
て
対
抗
不
能
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
と
し

て
．
公
示
の
欠
訣
の
場
合
に
は
未
だ
対
抗
力
が
発
生
し
て
い
な
い
と
す
る

成
立
要
件
説
的
な
発
想
を
排
斥
し
、
②
他
方
、
公
示
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
第
三
者
は
（
た
と
え
公
示
事
項
に
関
し
て
善
意
で
あ
っ
て
も
）
悪
意

を
「
擬
制
」
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
が
善
意
の
第
三

者
に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
る
と
主
張
さ
れ
、
こ
れ
が
今
日
の
通
説
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
、
右
通
説
に
お
い
て
は
、
同
条
を
ド
イ
ッ
法
的
な
権
利
外
観

理
論
な
い
し
第
三
者
保
護
法
理
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
結
果
、
登
記
が
な

さ
れ
た
場
合
の
積
極
的
効
果
を
中
心
に
同
条
の
目
的
・
機
能
を
捉
え
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
登
記
簿
研
究

の
第
一
人
者
た
る
加
藤
徹
助
教
授
か
ら
、
①
商
法
一
二
条
の
定
め
る
効
力

は
、
公
示
の
欠
訣
の
場
合
の
消
極
的
効
果
を
中
心
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
商
人
の
登
記
義
務
の
解
怠
に
対
し
て
、
法
が
対
抗
不

能
と
い
う
民
事
制
裁
を
課
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
②
他
方
、

公
示
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
通
説
の
述
べ
る
よ
う
に
第
三
者
の
悪
意
が

擬
制
さ
れ
る
と
理
解
す
べ
ぎ
で
は
な
く
、
単
に
一
二
条
の
定
め
る
対
抗
不

能
と
い
う
効
果
が
発
生
し
な
く
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、

本
来
的
な
対
抗
可
能
性
が
維
持
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
の
反
論
が
提
起

さ
れ
て
い
る
。
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右
加
藤
説
の
主
張
の
う
ち
、
①
の
点
は
、
対
抗
要
件
主
義
の
規
定
を
、

登
記
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
の
失
権
と
い
う

効
果
を
中
心
に
理
解
す
べ
き
点
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
い
て
も
不
動
産

登
記
と
商
業
登
記
を
統
一
理
論
の
下
に
論
ず
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

た
だ
．
本
書
を
は
じ
め
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
は
．
こ
の
場
合
に
、

登
記
の
欠
鉄
か
ら
第
三
者
の
善
意
が
「
推
定
」
さ
れ
る
旨
を
明
言
す
る
の

に
対
し
て
、
我
が
国
の
判
例
・
学
説
は
、
1
ー
登
記
を
な
す
べ
き
者
に
お

い
て
第
三
者
の
悪
意
に
つ
き
証
明
責
任
が
あ
る
と
解
し
な
が
ら
も
ー
、

こ
れ
が
登
記
の
不
存
在
に
よ
る
「
善
意
の
法
律
上
の
推
定
」
に
基
づ
く
旨

を
明
言
す
る
見
解
は
一
般
に
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、

公
示
－
対
抗
要
件
主
義
の
規
定
を
、
当
事
者
の
登
記
義
務
の
解
怠
に
基
づ

く
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
の
失
権
と
い
う
効
果
を
中
心
に
捉
え
る
以
上
、

そ
の
内
部
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
登
記
の
欠
鉄
に
基
づ
く
「
善
意
の

法
律
上
の
推
定
」
の
存
在
を
明
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
．
②
の
点
に
関
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
対
立
が
見
ら
れ
た
。
即
ち
、
レ
ヴ
ィ
説
は
、
加
藤
説
の
述
べ
る
が
如

く
、
こ
れ
は
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
が
維
持
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
悪
意
の
推
定
を
問
題
と
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

パ
ロ
ー
ー
サ
リ
ュ
ー
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
も
な
お
悪
意
の
推
定
を

並
行
的
に
認
め
る
実
益
は
存
す
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
も
、

不
動
産
公
示
に
関
し
て
こ
れ
と
異
な
る
考
え
方
を
示
し
て
お
り
、
法
定
公

示
か
ら
生
ず
る
認
識
・
不
知
の
推
定
の
構
造
理
解
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に

も
、
本
書
は
大
き
な
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
七
戸
　
克
彦
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